
次世代育成支援のための新たな制度体系の検討について

○ 国民の結婚・出産・子育てに関する希望と現実の乖離を解決するためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」の二者択一
構造の解決が不可欠であり、①働き方の改革による｢仕事と生活の調和｣の実現と、②仕事と子育ての両立、家庭における
子育てを支援する社会的基盤の構築の２つの取組を「車の両輪」として取り組むことが必要。

○ このため、仕事と生活の調和の実現と、希望する結婚・出産・子育ての実現を支える給付・サービスを、体系的・普遍的
に提供し、必要な費用について、次世代の負担とすることなく、国・地方公共団体・事業主・個人の負担・拠出の組合わせ
によって支える具体的な制度設計の検討に直ちに着手の上、税制改革の動向を踏まえつつ速やかに進めるべき。

○ 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を踏まえ、社会保障審議会に少子化対策特別部会を設置（平成19年12月）。

平成20年3月より新たな制度設計に向けた検討を開始。 （※3月までは重点戦略で示された｢先行して取組むべき課題」について検討。）

《検討経過》
■ 3/14（第4回）－これまでの議論の紹介とフリーディスカッション ■ 3/21（第5回）－現物サービスの現状と課題／サービス利用者・提供者のヒアリング
■ 4/9 （第6回）－現金給付の現状と課題／費用負担の現状と課題 ■ 4/21（第７回）－第4回～第6回を踏まえた議論
■ 5/9（第８回）・5/19（第９回） －次世代育成支援のための新たな制度設計に向けた基本的考え方

社会保障審議会 少子化対策特別部会における検討

（社会保障審議会 少子化対策特別部会 委員構成）
岩 渕 勝 好 東北福祉大学教授
岩 村 正 彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授
内 海 裕 美 吉村小児科院長
大 石 亜希子 千葉大学法経学部准教授
大日向 雅 美 恵泉女学園大学大学院教授
清 原 慶 子 三鷹市長
駒 村 康 平 慶應義塾大学経済学部教授
佐 藤 博 樹 東京大学社会科学研究所教授
篠 原 淳 子 日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局局長

庄 司 洋 子 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授
杉 山 千 佳 有限会社セレーノ代表取締役
野 呂 昭 彦 三重県知事
福 島 伸 一 日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長
宮 島 香 澄 日本テレビ報道局記者
山 縣 文 治 大阪市立大学生活科学部教授
山 本 文 男 福岡県添田町長
吉 田 正 幸 有限会社遊育代表取締役

（五十音順 敬称略）

○ 平成20年5月20日に新たな制度設計に向けた基本的考え方をとりまとめ。
（※平成20年3月までは、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において同時に示された「先行して取り組むべき課題」についての議論を実施。）

○ その後も、税制改革の動向を踏まえつつ、速やかに検討を進める（９月５日より議論を再開）。

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年12月少子化社会対策会議決定）
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少子化対策特別部会の経過 
 

 

○第 10 回 9 月 5 日（金）15：00～17：00 

 ・最近の動きの報告 

 ・ヒアリング（全国私立保育園連盟、全国保育協議会、 

日本保育協会） 

 

○第 11 回 9 月 18 日（木）17：00～19：00 

 ・次世代育成支援施策の全体像の確認、「基本的考え方」を 

踏まえた具体化が必要な検討事項の確認 

 ・ヒアリング（横浜市・保育園を考える親の会 普光院亜紀氏・ 

全国学童保育連絡協議会 真田祐氏） 

 

○第 12 回 9 月 30 日（火）17：00～19：00 

 ・保育サービスの提供の新しい仕組みについて① 

 （保育サービスの必要性の判断基準・利用方式等について①） 

 

○第 13 回 10 月 6 日（月）17：00～19：00 

 ・保育サービスの提供の新しい仕組みについて② 

(保育サービスの必要性の判断基準・利用方式等について②、

事業者参入について①、保育サービスの質の向上について①） 

 

○第 14 回 10 月 14 日（火）17：00～19：00 

 ・保育サービスの提供の新しい仕組みについて③ 

(事業者参入について②、認可外保育施設について①） 

 ・ヒアリング（東京都） 

 

○第 15 回 10 月 22 日（水）15：00～17：00 

 ・保育サービスの提供の新しい仕組みについて④ 

（認可外保育施設について②、保育サービスの質の向上につ

いて②） 

 ・ヒアリング（東京大学名誉教授 小林登氏、新宿せいが保育 

園園長 藤森平司氏） 

 

○第 16 回 10 月 29 日（水）15：00～17：00 

 ・放課後児童クラブについて① 

 ・すべての子育て家庭に対する支援について 

 ・ヒアリング（バオバブ保育園ちいさな家園長 遠山洋一氏、

特定非営利活動法人びーのびーの事務局長 原美紀氏） 

 

○第 17 回 11 月 11 日（火）17：00～19：00 

 ・放課後児童クラブについて② 

 ・地域の保育機能の維持・向上について 

 ・情報公表、第三者評価等について 

 ・これまでの議論の項目と保育サービス全体について① 

 

○第 18 回 11 月 21 日（金）10：00～12：00 

 ・これまでの議論の項目と保育サービス全体について② 

 ・経済的支援について① 

 ・社会全体での重層的負担・「目的・受益」と連動した費用負

担について① 

 

○第 19 回 12 月 3 日（水）15:00～17:00 

 ・経済的支援について② 

 ・社会全体での重層的負担・「目的・受益」と連動した費用負

担について② 

・これまでの議論の整理 

 

○第 20 会 12 月 9 日（火）17：00～19：00 

 ・社会保障審議会少子化対策特別部会 第 1次報告（案） 

  （議論のたたき台）について 

 

 

 

保育事業者検討会の経過 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１回 9 月 29 日（月）17:00～19:00 

・最近の動きの報告 

・少子化対策特別部会の議論について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第２回 10 月 21 日（火）17:00～19:00 

・保育サービスの提供の新しい仕組みについて 

（保育サービスの必要性の判断基準・利用方式について、

事業者参入について） 

・少子化対策特別部会の議論について 

 

 

○第３回 10 月 27 日（月）13:00～15:00 

・保育サービスの質の向上について 

・認可外保育施設について 

・少子化対策特別部会の議論について 

 

 

 

 

 

 

 

○第４回 11 月 17 日（月）13:00～15:00 

  ・すべての子育て家庭に対する支援について 

  ・地域の保育機能の維持・向上について 

  ・情報公表、第三者評価等について 

・保育サービス全般について 

・少子化対策特別部会の議論について 

 

 

 

○第５回 12 月 3 日（水）17:30～19:30 

・保育サービス全般について 

・少子化対策特別部会の議論について 

 

 

○第６回 12 月 10 日（水）15：00～17：00 

・保育サービス全般について 

・少子化対策特別部会の議論について 
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計 

に関する保育事業者検討会 

開催要綱 

 

 

１ 目的 

 

  現在、地方自治体関係者や労使関係者などからなる社会保障審議会少

子化対策特別部会において、『「子どもと家族を応援する日本」重点戦

略』等に基づき、国・地方・事業主・個人の負担の組み合わせによって

支える包括的な次世代育成支援のための具体的な制度設計について、税

制改革の動向を踏まえつつ検討が進められているところであり、本年５

月に「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考

え方」がとりまとめられたところである。 

  「経済財政改革の基本方針 2008」等において、「保育サービスに係

る規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利用者の立場

に立って、平成 20 年内に結論を出す」こととされており、今後、これ

に基づき、少子化対策特別部会においてさらに議論を進めることとして

いるが、この議論に資するため、雇用均等･児童家庭局長が、保育事業

者等の参集を求め、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関

して議論を行うため、本検討会を開催することとする。 

 

２ 構成 

(1) 検討会の構成員は別紙のとおりとする。 

 (2) 検討会に座長を置く。 

 

３ 検討事項 

  次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関する検討等 

 

４ 運営 

  検討会の庶務は、雇用均等･児童家庭局保育課が行う。 

 

５ その他 

  この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座

長が雇用均等･児童家庭局長と協議の上、定める。 
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（別紙） 

次世代育成支援のための新たな制度体系の設計 

に関する保育事業者検討会 名簿 

 

 

伊東 安男   全国保育協議会副会長・建昌保育園園長 

 

岩渕 勝好   東北福祉大学教授 

 

岡  健    大妻女子大学家政学部准教授 

 

木原 克美   全国私立保育園連盟常務理事・御池保育所園長 

 

坂﨑 隆浩   日本保育協会保育問題検討委員会委員長・野木保育園 

理事長 

 

佐久間貴子      株式会社ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱ ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ事業部長 

 

庄司 洋子      立教大学大学院 21 世紀社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科教授 

 

菅原 良次   全国私立保育園連盟常務理事・たんぽぽ保育園園長 

 

永野 繁登   日本保育協会理事・玉川保育園園長 

 

西田 泰明   全国保育協議会副会長・わかば保育園園長 

 

西村 重稀   仁愛女子短期大学教授 

 

宮島 香澄   日本テレビ報道局解説委員 

 

椋野 美智子  大分大学教授 

 

山口 洋    株式会社 JP ホールディングス代表取締役 

 

 

                                             （五十音順 敬称略） 



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた
基本的考え方 概要

〔平成２０年５月２０日 社会保障審議会 少子化対策特別部会とりまとめ〕

１１ 基本認識基本認識

２ サービスの量的拡大
・子育て支援サービスは、全般的に「量」が不足（必要な人が必要な時に利用できていない）。大きな潜在需要を抱えている。
・ 限られた財源の中、｢質｣の確保と｢量｣の拡充のバランスを常に勘案し、｢質｣の確保された｢量｣の拡充を目指す必要。
・｢量｣の抜本的拡充のためには、多様な主体の多様なサービスが必要であり、参入の透明性・客観性と質の担保策が必要。

３ サービスの質の維持・向上
《全体的事項》
・ 質の高いサービスによる子どもの最善の利益の保障が重要。質の向上に向けた取組の促進方策を検討すべき。
《保育サービス》
・ 役割の拡大に応じた保育の担い手の専門性の向上、職員配置や保育環境の在り方の検討が必要。
・ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、保育サービス全体の「質」の向上を考える必要。

４ 財源・費用負担
・ 次世代育成支援は、｢未来への投資｣や｢仕事と子育ての両立支援｣の側面も有し、社会全体（国、地方公共団体、事業

主、個人）の重層的負担が求められる。
・ 給付・サービスの｢目的・受益｣と｢費用負担｣は連動すべきことを踏まえ、関係者の費用負担に踏み込んだ議論が必要。
・ 地方負担については、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組みが必要。
・ 事業主負担については、「仕事と子育ての両立支援｣や「将来の労働力の育成」の側面、給付･サービスの目的等を考慮。
・ 利用者負担については、負担水準、設定方法等は重要な課題。低所得者に配慮しつつ、今後、具体的議論が必要。

○「子どもと家族を応援する日本重点戦略」を受け、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方をとりまとめたもの。
○引き続き、税制改革の動向を踏まえつつ、以下の基本的考え方に基づき、具体的制度設計を速やかに進めていく必要がある。

～新制度体系が目指すもの～
① すべての子どもの健やかな育ちの支援
② 結婚・出産・子育てに対する国民の希望の実現
③ 未来への投資（将来の我が国の担い手の育成の基礎等）

～新制度体系に求められる要素～
①包括性･体系性 (様々な考え方に基づく次世代育成支援策の包括化・体系化)
②普遍性 （誰もが、どこに住んでいても、必要なサービスを選択・利用できる）

③連続性 （育児休業から小学校就学後まで切れ目がない）

効果的な財政投入 ・ そのために必要な財源確保 ・ 社会全体による重層的な負担
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５ 保育サービスの提供の仕組みの検討
・ 今日のニーズの変化に対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、良好な子どもの育成環境と親の成長を支援する

対人社会サービスとしての公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方）を
基本に、新しい保育サービスの提供の仕組みを検討していくことが必要。

・｢保育に欠ける｣要件については、より普遍的な両立支援、また全国どこでも必要なサービスが保障されるよう、客観的に
サービスの必要性を判断する新たな基準等の検討が必要。

・ 契約など利用方式の在り方についても、新しい保育メカニズムの考え方を踏まえ、利用者の選択を可能とする方向で検討。
・ その際、必要度の高い子どもの利用の確保等、市町村等の適切な関与や、保護者の選択の判断材料として機能しうる

情報公表や第三者評価の仕組み等の検討が併せて必要。また、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質の
向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要。

・ 新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量」の保障と財源確保が不可欠。
・ 幼稚園と保育園については、認定こども園の制度運用の検証等も踏まえた就学前保育・教育の在り方全般の検討が必要。

６ すべての子育て家庭に対する支援等
・ 新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、仕事と子育ての両立支援のみならず、すべての子育て家庭に

対する支援も同時に重要。その量的拡充、質の維持・向上、財源の在り方を考えていくことが必要。

７ 多様な主体の参画・協働
・ 保護者、祖父母、地域住民、ＮＰＯ、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出して支援を行うべき。
・ 親を一方的なサービスの受け手とするのではなく、相互支援など積極的な親の参画を得る方策を探るべき。

以上の基本的考え方を推進していくため、今後、サービスの利用者（将来の利用者含む）、提供者、地方公共団体、事業主等、多くの関係者の
意見を聴くとともに、国民的議論を喚起し、次世代育成支援に対する社会的資源の投入についての合意を速やかに得ていくことが必要である。
その上で、投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、その具体的制度設計について、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。

８ 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮
・ 新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子ども、社会的養護を必要とする子ども、障害児など特別な支援を必要

とする子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要。

９ 働き方の見直しの必要性･･･仕事と生活の調和の実現
・ 少子化の流れを変えるためには、子育て支援サービスの拡充と同時に、父親も母親も、ともに子育ての役割を果たしうる

ような働き方の見直しが不可欠。仕事と子育てを両立できる環境に向けた制度的対応を含め検討すべき。


